
 

区 分 摘 要 時期 部数 

解雇予告除外認定申請

書 

職員の責めによる事由等に基づいて解雇する場合で、30 日の解雇

予告期間をおかず、又は解雇予告手当を支払わずに解雇する場合 
事前に １部 

時間外・休日労働に関す

る協定届 

労基法第 36 条により、時間外労働・休日労働をさせようとする場

合 

協定届に

記載した

起算日の

前日まで 

２部 非常災害時の理由によ

る労働時間の延長・休日

労働の許可申請書 

災害その他避けることのできない事由によって時間外又は休日に

労働させようとするとき 

事前に 

（緊急な場合

は遅滞なく） 

継続的な宿直又は日直

勤務許可申請書 
宿直又は日直勤務をさせようとする場合 事前に 

建築物・機械等の設置移

転変更届 

機械等で危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所

に置いて使用する者又は危険若しくは健康障害を防止するため使

用するもののうち、一定のものを設置し、移転し、又は主要構造

部分を変更する場合 

（事務所換気設備、放射線装置、局所排気装置、廃液処理装置等） 

工事開始日

の３０日前

まで 正１ 

副１ ボイラー、第一種圧力容

器設置届 
ボイラー（移動式は除く）を設置しようとする場合 

ボイラー、第 1種圧力容

器落成検査申請書 

ボイラー又は第１種圧力検容器を設置しようとした事業者が落成

検査を受けようとする場合 

受検希望日

2ヶ月前 

ボイラー、第 1種圧力容

器検査証再交付・書替申

請書 

1 再交付の場合 

2 事業所の変更があった場合 

1遅滞なく 

2変更後 

１０日以内 

１部 

許認可及び届出の事務 


